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使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　平成24年4月17日付け厚生労働省告示第338号をもって薬価基準の一部が改正され、告

示の日から適用されました。今回の改正は、薬事法の規定に基づき承認を得た新医薬品（12

成分21品目）を薬価基準の別表に第6部追補（2）として収載したものであります。

　また、同日付け保医発0417第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、今回の新医薬

品の薬価基準収載に伴う留意事項が下記1のとおり示されております。

　さらに、今回の新医薬品の薬価基準収載に伴い、新医薬品の処方日数制限（1回14日分

まで）の例外が示されたほか、保険医が投与することができる注射薬が追加されましたが、

その概要については、下記2及び3のとおりであります。

　つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会雑誌8月号に掲載を予定しております。

記

1　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

（1）サムチレール内用懸濁液15％

　①本製剤をHIV感染患者におけるニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制のため
　　に使用した場合、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいて

　　は、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

　②本製剤を田V感染患者におけるニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制のため
　　に投薬する場合に限っては、新医薬品の処方日数制限（14日間を限度とする）の適

　　用については、特例的に当該14日間の処方日数制限には服しないものとして取り扱

　　うこと。

　③本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「本剤は、副作用によりス



ルファメトキサゾール・トリメトプリム配合剤（ST合剤）の使用が困難な場合に使

用すること。」及び「ニューモシスチス肺炎の発症抑制は、ニューモシスチス肺炎の

リスク（CD4＋細胞数が目安として200／㎜3未満、ニューモシスチス肺炎の既往歴が

ある等）を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たって

は十分留意すること。

（2）　カンサイダス点滴静注用50mg及び同70mg

　　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「発熱性好中球減少症の患者

　への投与は、発熱性好中球減少症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投

　与が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用

　に当たっては十分留意すること。

（3）オキファスト注10mg及び同50mg
　　本製剤はオキシコドン製剤であり、本製剤を投与した場合は、「診療報酬の算定方

　法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C108」

　在宅悪性腫瘍患者指導管理料又は「C108－2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定

　できるものであること。

（4）　エムラクリーム

　　本製剤は、皮膚レーザー照射療法（単なる美容を目的として実施されたものを除く。）

　時の疼痛緩和について使用した場合に限り算定できるものであること。また、本製剤

　の使用上の注意において「国内ではシミ、シワ、ニキビ跡、脱毛等（半導体レーザー

　や炭酸ガスレーザー等を用いた皮膚レーザー照射療法）に対する本剤の有効性及び安

　全性は検討されていない。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意するこ

　と。

2　新医薬品の処方日数制限の例外について

　掲示事項等告示第十第二号（一）ハの規定に基づき、新医薬品については、薬価基準の

収載の翌月の初日から起算して1年間は、原則、1回14日分を限度として投与又は投薬
することとされているが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品

について、当該処方日数制限の例外を設けられているところ．

　今般、平成24年4月17日付け厚生労働省告示第339号をもって掲示事項等告示が改正
され、次の新医薬品については、当該制限の例外とされた。

・サムチレール内用懸濁液15％（後天性免疫不全症侯群に罹患している患者に投与す

るものに限る。）

3　保険医が投与することができる注射薬の追加について

　保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示第十第一号に定めら

れているが、平成24年4月17日付け厚生労働省告示第338号をもってオキシコドン塩酸



塩水和物（オキファスト注10mg、同50mg）が薬価基準に収載されたことにあわせ、同日

付け厚生労働省告示第339号により掲示事項等告示が改正され、保険医が投与することが

できる注射薬として追加された。

　また、同日付け保医発0417第2号厚生労働省保険局医療課長通知により、「診療報酬の

算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部が改正され、当該製剤が「C

108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料及び「C108－2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の

対象薬剤とされた。（関連する告示・通知の改正内容等については、添付資料4を参照。）

（添付資料）

1．官報（平24．4．17　第5782号抜粋）

2．使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　　（平24．4．17保医発0417第1号　厚生労働省保険局医療課長通知）
3．「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正に

　　ついて

　　（平24．4．17保医発0417第2号厚生労働省保険局医療課長通知）
4．オキシコドン塩酸塩水和物の保険適用上の取扱いについて

　　（日本医師会保険医療課）

（参　考）

1．薬価基準収載希望品目一覧表（薬効分類別）新医薬品
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計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
及
び
資
料

　
醐
　
計
画
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
情
報

　
議
す
る
．

　
本
使
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
ぴ
前
記
の
．
』
解
を
イ
ン
ド
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
さ
れ
る
閣
下
の
返
簡
が
両
政
府
間

の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
関
下
の
返
簡
の
目
付
の
日
に
効
力
を
牛
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を

7
一
　
イ
ン
ド
政
府
け
、
J
I
C
A
に
つ
い
て
、
借
款
及
び
7
て
れ
か
ら
牛
ず
る
利
f
に
対
し
て
又
は
ワ
て
れ
ら
に
関
連
し

810
@
両
政
府
は
、
こ
の
ゴ
解
か
ら
又
は
そ
れ
に
関
連
し
て
牛
ず
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
で
、
も
相
原
に
協

n
　
こ
の
書
簡
の
付
表
は
、
二
の
書
簡
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

有
し
ま
す

　
水
棲
は
、
以
ト
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
軍
ね
で
、
閣
ト
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
　
一
．
千
卜
、
一
年
三
月
、
．
十
九
B
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
駐
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
国
特
命
全
権
人
使

　
イ
ン
ド
財
務
省

　
　
　
経
済
局
局
長
　
プ
ラ
ボ
ー
ド
・
サ
ク
セ
ナ
閣
下

　
　
　
付
　
表

齋
木
昭
隆

1

2

り
」

4

5

事
業
計
画
名

供
与
限
度
額

償
還
期
間

ﾘ
款
契
約
の
発
効
の
日
の
後
）

千
一
．
白
七
十
九
億
下
七
百
万
円

。
四

卜
年
の
据
置
期
間
の
後
．
ー
レ
年

六
年

一
　
デ
リ
ー
⊥
高
速
輸
送
シ
ス
テ
ム
建
設
計
画
　
フ
ェ
ー
ズ
3

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
対
す
る
支
払
部
分

○
．
O
、

六
十
、
一
．
億
七
千
百
万
円

（
）
．
六
五

1
年
の
据
置
期
間
の
後
一
．
一
一
年

新
年

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
対
す
る
支
払
部
分

○
・
0
．

総

1額

丁
∈
百
四
卜
二
億
八
千
八
百
万
円

　
　
　
　
（
イ
ン
ド
側
書
胱
哩

〔
訳
文
）

　
書
簡
を
も
っ
て
啓
ト
い
た
し
圭
す
、
本
官
は
、
本
目
付
け
の
閣
ド
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄

を
有
し
ま
す
。

　
　
　
（
日
本
側
．
書
簡
）

　
本
官
は
、
更
に
、
前
記
の
了
解
を
イ
ン
ド
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
ド
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が

両
政
府
間
の
へ
・
意
を
構
成
し
、
そ
の
へ
u
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
牛
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る

光
栄
を
有
し
ま
す
。

　
本
官
は
、
以
ト
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
れ
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
、

　
　
二
千
十
．
一
年
半
二
月
．
↓
十
死
口
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ン
ド
財
務
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
済
局
局
長
　
フ
ラ
ホ
ー
ド
・
サ
ク
セ
ナ

　
イ
ン
ド
駐
存

　
　
　
日
．
，
草
弔
、
蓬
吏
　
￥
石
筆
絹
．
卜

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
八
号

　
診
療
報
酬
の
算
定
力
法
〔
平
成
、
．
十
q
淳
牛
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
薬
剤
の
薬
価
薬

価
基
準
×
平
成
．
一
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
一
H
ゲ
）
の
、
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

　
　
平
成
．
一
f
四
年
四
月
十
ヒ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
4
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
了

　
別
表
に
策
6
部
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邉
α
雲
　
　
　
　
硅
　
　
　
　
書
　
　
　
　
一
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
》
一
　
　
　
　
　
丑
　
　
　
　
　
湊

　
　
　
　
塑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
　
　
　
　
　
　
藩
　
　
瑛
　
　
転
　
　
壽
　
　
　
燐
　
　
崖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一

　
　
　
　
　
　
（
蹴
）

　
　
刈
、
▽
・
▽
＼
毒
酒
。
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
目
一
箪
蒸
　
　
　
峯
①
■
。
〔
〕

　
　
＼
兇
、
ミ
孟
逢
O
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釜
一
酋
離
　
　
　
　
悼
〔
〕
U
」
O

　
　
　
　
　
　
（
τ
）

　
　
へ
園
生
マ
、
；
蕪
芒
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

H
。
目
色
黙
　
　
　
㏄
↓
窪
。

　
　
へ
園
生
マ
＼
▽
7
離
蜀
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜀
養
一
離
　
　
　
　
㎝
ω
O
」
O

　
　
　
　
　
　
〔
沖
）

　
　
8
氏
く
特
N
へ
〔
）
h
）
灘
ω
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵠
…
巴
黙
　
　
　
　
　
¢
碁
、
き

　
　
B
氏
q
く
）
、
へ
O
【
）
蕪
①
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
…
讐
蒸
　
　
　
　
＝
ρ
き

　
　
u
一
匹
唱
団
団
へ
O
O
熱
這
コ
頓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ヨ
覧
蕪
　
　
　
　
巽
P
刈
O

　
　
ヨ
氏
亡
殴
N
ぺ
C
一
）
灘
讐
＝
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
＝
芭
蕉
　
　
　
　
O
ミ
」
O

　
　
　
　
　
　
〔
借
）

　
　
⊥
』
，
卜
車
マ
ー
・
τ
冴
…
舜
藻
薫
一
望
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
…
5
…
一
』
¢
　
　
　
ジ
〔
ψ
刈
¢
．
①
O

　
　
　
　
　
　
（
ぴ
）

　
　
、
マ
勢
メ
黛
誌
二
＝
筑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…
盈
黙
　
　
　
　
　
お
5
0

　
　
、
▽
垂
ヌ
画
然
N
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ヨ
鷺
濡
　
　
　
　
　
↓
。
c
勧
〔
㌧

　
　
、
r
甚
メ
矯
黙
ω
ヨ
狗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窪
ヨ
巴
黙
　
　
　
　
　
O
O
‘
。
。
O

　
　
　
　
　
　
（
き
Y

　
　
マ
園
斗
へ
7
潔
蓉
。
農
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
。
5
讐
灘
　
　
　
畢
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
等
　
　
　
　
　
　
茸
　
　
　
　
　
　
漆

　
　
　
　
　
動
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
緊
　
　
　
　
　
　
　
証
　
　
蕊
　
　
極
　
　
欝
　
　
　
浜
　
　
崖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
王

　
　
　
　
　
　
（
助
）

翻
　
＆
，
雑
団
扇
ヌ
丁
井
目
〇
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
F
二
巨
日
曝
　
　
　
　
　
｛
“
認

傷
　
尋
苧
口
縄
×
7
等
ω
O
髭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
ゼ
訓
言
一
路
　
　
　
　
　
ジ
O
O
¢
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〔
ひ
ご

廿
V
・
▽
へ
蹟
メ
善
議
事
蒔
ヨ
U
O
晃

廿
Y
亡
，
義
気
ヌ
｝
蟄
警
善
注
ぎ
晃

　
　
　
　
〔
妬
）

気
↓
、
口
Y
き
轟
ず
需
￥
ぐ
黛
、
。
。
。
養

　
　
　
　
（
炉
）

頑
冥
酒
、
1
凝
涛
7
薄
目
ぎ
晃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学

　
　
　
孕

　
　
　
　
（
猷
）

司
へ
績
判
辻
V
、
舞
団
π
薫
O
■
H
重

　
　
　
　
（
帥
）

ド
ト
油
貸
⊂
ー
ト

塾

ヨ

切
。
夷
目
糞

ざ
一
長
二
警

ε
O
奏
H
8
ヨ
一
」
蕩

　
　
　
に
O
晃
H
■
｝
＝
黄

　
　
・
湊

洛
　
　
茂
　
　
極
　
　
濤

¢
レ
。
、
〔
二
日
け

3
b
ま

旨
じ
露

要
道
㏄

ホ
．
一
脇

騰
　
　
自

　
E

塗
α
■
き

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
三
十
九
号

　
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
．
．
r
、
一
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
、
一
十
条
第
二
号
へ
及
び
ト

並
び
に
第
一
．
十
、
条
第
、
、
号
へ
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱

い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
五
一
八
年
厚
生
省
告
示
第
i
四
号
）
第
、
一
十
条
第
．
．
一
号
へ
及
び
ト
並
び
に
第
．
．
一

一
条
第
－
．
、
号
へ
の
規
定
に
基
づ
き
、
療
拒
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
某
準
に
基
づ
き
厚
4
労
働
大
臣
が
定
め
る

掲
．
小
事
項
鴬
（
平
成
十
八
年
厚
塗
労
働
省
告
．
小
第
百
し
号
）
の
、
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
■
O
Q

　
　
平
成
↓
、
十
四
年
四
月
十
ヒ
ロ

　
第
十
第
、
号
中
「
及
び
へ
、
ハ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤
」

酸
塩
製
剤
　
に
改
め
る

　
第
十
第
二
号
日
ハ
中
「
及
び
リ
オ
ベ
ル
配
合
錠
」
P

を
「
、

を
「

　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
ゴ

ヘ
バ
リ
ン
カ
ル
シ
ウ
ム
製
剤
及
び
オ
キ
シ
コ
ド
ン
塩

リ
オ
ベ
ル
配
へ
・
錠
L
D
及
び
サ
ム
チ
レ
ー
ル
内
用
懸

濁
液
一
石
パ
ー
セ
ン
ト
〔
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
に
罹
患
し
て
い
る
患
者
に
投
ケ
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
．

　
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
亥
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
〔
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
．
小
第
九
一
三
号
）
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
4
労
働
人
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療

養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
第
．
項
第
症
u
ゲ
の
堤
定
に
基
づ
き
厚
牛
労
働
人
臣
が
別
に
定
め
る
壱
〔
平
成
、
r

四
年
厚
生
労
働
省
告
．
小
第
百
四
十
・
ゲ
）
の
、
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
，

　
　
平
成
一
、
十
四
年
四
月
十
ヒ
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
小
宮
山
洋
チ

　
別
表
2
の
項
中
「
舜
δ
し
一
を
「
亮
が
し
［
、
無
知
州
浜
込
と
目
元
び
し
一
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
C
こ
＝
ン
1
Z
三
〔
二
づ

2
ξ
こ
フ
蔭
言
＝
5

⊂
¢
⊂
亀
～
k
る
グ
ー
ン
z

に
㎝

ト
ン
［
｛
ト
メ
一
辰
巌
巌
藷
一
」
〔
ご
募
…
片
帰
専
．
一
鴬
τ
＝
〔
巨
薄
い
砦
「
一
道
」
甜
X
｝
．
達
葦
一
．
下
「
済
民
3
声
だ
ユ
旨
≡
一
権
域
暮
靄
ご
渉
5
じ
三
5
警
5
耳
『
　
匿
ビ
獣
窪
き
満
潮
灘
ハ
ご
遮
」
凄
「
鳶
足
言
－
）
り
，
q
謎
謎
無
賃
、
・
守
シ
旦
一
畏
〕
ン
無
福
“
－
㌘
§
げ
「
江
ひ
し

こ
α
こ
こ
ン
！
〆
¢
ン
、
…
2

〔
峯
；
こ
ブ
姿
℃
司
二
7

〔ヤ

k一

c
ン
z
る
ζ
敏
ン
！

〔
邑
こ
馨
ン
葦
乏
×
…
κ

こ
σ
こ
¢
引
姿
図
重
三
プ

器

＝
Q
つ
↓
0
づ
9
グ
O
二

O
農
林
水
産
省
告
示
第
千
二
十
三
号

　
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
．
、
手
弄
午
法
律
第
五
一

．
二
号
）
第
．
一
、
条
第
．
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
．
・
ゲ

に
掲
げ
る
命
令
を
す
る
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
某

づ
さ
、
当
該
命
令
に
係
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
公
表
す
る
．

　
．
平
成
一
．
十
四
年
四
月
卜
七
口

　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
鹿
野
　
道
彦

　
　
区
域
及
び
期
間

　
管
理
す
る
者
は
、

　
若
し
く
は
当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
薬
剤
に
よ
る
く
ん
蒸

　
又
は
当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
剥
皮
並
び
に
松
く
い
虫
及

　
び
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
の
焼
却
を
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

　
　
一
の
6
に
定
め
る
〆
域
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お

　
い
て
前
年
度
に
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て
お

　
り
、
本
年
度
の
気
象
条
件
及
び
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害

　
の
発
4
状
況
か
ら
み
て
、
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん
延

　
し
、
当
該
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
重
大
た
損
害

　
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
．

　
日
　
、
．
一
に
定
め
る
措
置
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
森
林

　
　
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，

　
口
　
三
に
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人

　
　
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
当
該
措
置

　
　
を
行
っ
た
樹
木
の
所
存
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
県
知

四
　
命
令
を
し
ょ
う
と
す
る
理
由

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
　
区
域

　
　
岩
手
県

　
　
　
、
関
南
及
び
陸
前
高
田
市

　
　
宮
城
県

　
　
気
仙
沼
市

　
　
秋
田
県

　
　
人
館
巾
、
鹿
角
市
及
び
鹿
角
郡
小
坂
町

　
　
新
潟
県

　
　
侶
渡
市

　
　
の
区
域
内
に
あ
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お

　
　
り
と
＋
る
．
（
「
次
ヵ
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の

　
　
関
係
書
類
を
林
野
庁
森
林
整
備
部
研
究
・
保
へ
干

　
　
課
、
関
係
県
庁
、
関
係
市
役
所
及
び
関
係
町
役
場

　
　
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
期
間

　
　
平
成
、
｝
十
四
年
青
月
ヒ
ロ
か
ら
平
成
．
．
一
五
年
．
、
一

　
月
一
．
十
五
日
実
で

　
森
林
病
害
虫
等
の
種
類

　
し
や
　
　
　
ヤ
　
　
コ
も

　
杉
／
＼
し
d
μ

　
行
う
べ
き
措
置
の
内
容

　
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は

　
　
　
　
　
　
半
該
樹
木
の
伐
倒
及
ぴ
薬
剤
の
散
布

←ラ二一〔
一

　
　
串
を
経
由
し
て
、
農
休
水
産
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け

　
　
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
、
た
だ
し
、
ω
に
よ
り
損
失

　
　
補
償
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
一
．
L

　
　
な
い

　
口
　
』
．
に
定
め
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う

　
　
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該
措
置
を

　
　
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
樹
木
の

　
　
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
県
知
事
を
経
由
し
て
農

　
　
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
農
林

　
　
水
産
大
臣
は
、
損
失
補
償
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、

　
　
当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う

　
　
か
を
確
認
し
て
、
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損

　
　
失
補
償
金
を
交
付
す
る
．
．

　
四
　
農
林
水
産
人
臣
は
、
、
二
に
定
め
る
措
置
を
行
う
べ

　
　
き
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
一
の
口
に

　
　
定
め
る
期
間
内
に
当
該
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、

　
　
行
っ
て
い
て
も
一
分
で
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
け

　
　
行
う
見
込
み
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
措
置

　
　
の
令
部
又
は
．
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
．

　
網
　
農
林
水
産
人
臣
は
、
四
の
措
置
を
行
っ
た
場
へ
・
に

　
　
お
い
て
、
そ
の
要
し
た
費
用
の
額
が
、
一
．
・
に
定
め
る

　
　
措
置
を
行
う
べ
き
者
が
白
ら
当
該
措
置
の
令
部
又
は

　
　
．
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け
る
こ

　
　
と
と
な
る
べ
き
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

　
　
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
．
の
者
か
ら
徴

　
　
収
す
る
こ
と
が
で
さ
る
．

0
農
林
水
産
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示
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十
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森
林
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害
虫
等
防
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法
（
昭
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f
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年
法
律
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十

、
、
一
号
）
第
．
二
条
第
．
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
四
号

に
掲
げ
る
命
令
を
す
る
の
で
、
同
条
第
百
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
当
該
命
令
に
係
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
公
表
す
る
，

　
、
平
成
．
一
一
四
年
四
月
十
ヒ
目

　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
鹿
野
　
道
彦

↓
　
区
域
及
び
期
間

　
一
　
区
域

　
　
　
宮
城
県

　
　
　
気
仙
沼
市

　
　
　
秋
洲
県

　
　
　
能
代
市
、
男
鹿
市
、
に
か
ほ
市
並
び
に
山
本
郡

　
　
　
　
、
．
一
種
町
及
ぴ
八
峰
町

　
　
　
山
形
県

　
　
　
飽
海
郡
遊
佐
町

　
　
　
の
区
域
内
に
あ
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お

　
　
　
り
と
す
る
，
（
次
の
と
お
セ
は
省
略
し
、
そ
の

　
　
　
関
係
書
類
を
林
野
庁
森
林
整
備
部
研
究
・
保
全

　
　
　
課
、
関
係
県
庁
、
関
係
市
役
所
及
び
関
係
町
役
場

　
　
　
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
」
　
期
間

　
　
　
平
成
．
一
一
四
年
万
月
七
日
か
ら
同
年
八
目
．
．
、
一
一

　
　
口
主
で
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厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

　「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」
という。）及びr療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）に
ついては、平成24年厚生労働省告示第338号及び第339号をもって改正されたところです
が、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し
て周知徹底をお願いします。

記

1　薬価基準の一部改正について
　（1）　薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準へ・
　　の収載希望があった新医薬品（内用薬13品目、注射薬6品目及び外用薬2品目）
　　について、薬価基準の別表に収載したものであること。

（2）　（1）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで

　あること。

区分 内　用　薬 注射薬 外用薬 歯科用薬剤 計

品目数 8，650 3，835 2，429 27 『14，941

2　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
　（1）　サムチレール内用懸濁液15％

　　①本製剤をHIV感染患者におけるニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制のた



　めに使用した場合、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いに
　おいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。
②本製剤をHIV感染患者におけるニューモシスチス肺炎の治療及び発症抑制のた
　めに投薬する場合に限っては、新医薬品の処方日数制限（14日間を限度とする）

　の適用については、特例的に当該14日間の処方日数制限には服しないものとし
　て取り扱うこと。（3（1）参照）
③本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「本剤は、副作用によ
　りスルファメトキサゾール・トリメトプリム配合剤（ST合剤）の使用が困難な
　場合に使用すること。」及び「ニューモシスチス肺炎の発症抑制は、ニューモシ
　スチス肺炎のリスク（CD4＋細胞数が目安として200／mm3未満、ニューモシスチス
　肺炎の既往歴がある等）を有する患者を対象とすること．」と記載されているの
　で、使用に当たっては十分留意すること。

（2）　カンサイダス点滴静注用50mg及び同70mg
　　本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「発熱性好中球減少症め
　患者への投与は、発熱性好中球減少症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、
　本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されてい
　るので、使用に当たっては十分留意すること。

（3）オキファスト注10mg及び同50mg
　　本製剤はオキシコドン製剤であり、本製剤を投与した場合は、「診療報酬の算定
　方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C
　108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料又はrC108－2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
　料を算定できるものであること。

（4）　エムラクリーム

　　本製剤は、皮膚レーザー照射療法（単なる美容を目的として実施されたものを
　除く。）時の疼痛緩和について使用した場合に限り算定できるものであること。ま
　た、本製剤の使用上の注意においてr国内ではシミ、シワ、ニキビ跡、脱毛等て半
　導体レーザーや炭酸ガスレーザー等を用いた皮膚レーザー照射療法）に対する本
　剤の有効性及び安全性は検討されていない。」と記載されているので、使用に当た
　っては十分留意すること。

3　掲示事項等告示の一部改正について
（1）新医薬品（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条の四第一項第一号
　　に規定する新医薬品をいう。）については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算
　　して1年間は、原則、1回14日分を限度として投与又は投薬することとされてい
　　るが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品について、当
　　該処方日数制限の例外を設けているところ。
　　　今般、掲示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医薬品
　　は、次のとお．りであること。

・サムチレール内用懸濁液15％（後天性免疫不全症候群に罹患している患者に
投与するものに限る。）

（2）オキシコドン製剤について、掲示事項等告示第十第一号のr療担規則第二十条第
　二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与するこ
　とができる注射薬」として定めたものであること。



薬価基準告示
（参考）

N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 薬価（円）

1 内用薬 アジルバ錠20mg ；アジルサルタセ 20mg1錠 136．90

2 内用薬 アジルバ錠40mg一 アジルサルタン 40mg1錠 205．40

3， 内用薬 イグザレルト錠10mg リバーロキサバン 10mg1錠 372．40

4 内用薬

イ
グ
ザ
レ
ル
ト
錠
1
5
m
g
ナ リバーロ．キサバン 15mg1錠 530．40

5 内用薬 エビリファイOD錠3mg アリピプラゾール 3mg1錠 94．40

6 内用薬 エビリファイOD錠6mg アリピプラゾール 6mg1錠 179．30

7 内用薬 エビリファイOD錠12mg アリピプラゾール 12mg1錠 340．70

8 内用薬 エビリファイOD錠24皿g アリピプラゾール 24mg1錠 647．40

9 内用薬 サムチレール内用懸濁液15％ アトバコン 750mg5mL1包 1，679．60

10 内用薬 ルネスタ錠1mg エスゾピクロン 1mg1錠 49．60

11 内用薬 ルネスタ錠2mg エスゾピクロン 2mg1錠 78．70　’

12 内用薬 ルネスタ錠3mg エスゾピクロン 3mg1錠 99．80

箕3 内用薬 レグナイト錠300mg ガバペンチン　エナカルビル 300mg1錠 98．50

14 注射薬
　　　　　　　　輻
�Iキファスト注10mg オキシコドン塩酸塩水和物 1％1mL1管 352



N　o 薬価基準名 成分名 規格単位 薬価（円）

15 注射薬 オキファスト注50mg オキシコドン塩酸塩水和物 1％5mL1管 1，609

16 注射薬 カンサイダス点滴静注用50mg カスポファンギン酢酸塩 50mg1瓶 16，256

17 注射薬 カンサイダス点滴静注用70mg 力冬ポファンギン酢酸塩 70mg1瓶 21，992

18 注射薬 ボナロン点滴静注バッグ900μg 1アレンドロン酸ナトリウム水和物 900μ9100mL1袋 4，498

19 注射薬 ランマーク皮下注120mg デノスマプ（遺伝子組換え） 120mg1．7mL1瓶 45，155

20 外用薬 アイブァガン点眼液0．1％ ブリモニジン酒石酸塩 α1％1mL． 438．20

21 外用薬 エムラクリーム リドカイン・プロピトカイン 19 171．90

、
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　国民健康保険主管課（部）長
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厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官1

r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う
実施上の留意事項について」の一部改正について

　r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月一
5目保医発0305第1号）の一部を下記のとおり改正し、平成24年4月17目から適用しま
すので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

1　別添1第．2章第2部第2節第1款C　l　O8（2）中r複方オキシコドン製剤又はフ
ルルビプロフェンアキセチル製剤」を「複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩
製剤又はフルルビプロフェンアキセチル製剤」に、rフェンタニルクエン酸塩製剤又
は複方オキシコドン製剤」をrフェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン製剤
又はオキシコドン塩酸塩製剤」に改める。

2　別添1第2章第2部第2節第1款C108－2（2）中r複方オキシコドン製剤又
はアルルビプロフェンアキセチル製剤」をr複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩
酸塩製剤又はフルルビプロフェンアキセチル製剤」に、rフェンタニルクエン酸塩製
剤又は複方オキシコドン製剤」をrフェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
製剤又はオキシコドン塩酸塩製剤」に改める。

3　別添1第2章第2部第3節C200（1）中r複方オキシコドン製剤、ベタメタゾ
ンリン酸エステルナトリウム製剤」をr複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩
製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤」に改める。

4　別添3＜調剤技術料＞区分01調剤料（5）イ中r複方オキシコドン製剤、ベタメ
タゾンリン酸エステルナトリウム製剤」をr複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩



酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤」に、「「フェンタニルクエン
酸塩製剤」及び「複方オキシコドン製剤」」を「「フェンタニルクエン酸塩製剤」、「複
方オキシコドン製剤」及び「オキシコドン塩酸塩製剤」」に改める。



（参考：新旧対照表）

◎r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月5日付け保医発0305第1号）

　　　　　　　　　　　　　改正後
別添1

医科診療報酬点数表に関する事項

第2章　特掲診療料
　第2部　在宅医療
　　第2節　在宅療養指導管理料
　　　第1款　在宅療養指導管理料
　　　　C108　在宅悪性腫瘍患者指導管理料

（1）　略

（2）（1）の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、モル

　ヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、塑
　オキシコドン1リオキシコドン塩　塩1り又はフル

一襲型を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポン・プ若しくは輸液ポンプを用いて．

注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フ

ェンタニルクエン酸塩製U　方オキシコドン置U又

一剋を使用できるのは、以　の
条件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連
続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充
填して交付した場合に限る。
ア薬液が取り出せない構造であること

イ患者等が注入速度を変えることができないものであ
ること

　また、（1）の化学療法とは、携帯型ディスポーザブ
ル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注

射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫
瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製

剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞
白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。

　　　　　　　　　　　　　現　　行
別添1

医科診療報酬点数表に関する事項

第2章　特掲診療料
　第2部　在宅医療
　　第2節　在宅療養指導管理料
　　　第1款　在宅療養指導管理料

　　　　C108　在宅悪性腫瘍患者指導管理料

（1）　略

（2）（1）の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、モル
　　ヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、遡
　　オキシコドン製1又はフルルビプロフェンアキセチル

製型を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若
しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、

モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤又．

一型を使用できるのは、以下の条
件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連続
注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填
して交付した場合に限る。

ア薬液が取り出せない構造であること
イ患者等が注入速度を変えることができないものであ
ること

　また、（1）の化学療法とは、携帯型ディスポーザブ

ル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注
射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫
瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製
剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞
白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。



（3）～（10）略

C108－2　在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

（1）　略

（2）（1）の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、モル

　ヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、鑑互
　オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩I　l又はフル

一型を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて
注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、Z．

エンタニルクエン酸塩製り　方オキシコドン1り又

　一型を使用できるのは、以下の
　条件を満たすバルーン式ディスポーザブノヒタイプの連
　続注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充
　填して交付した場合に限る。
　ア薬液が取り出せない構造であること
　イ患者等が注入速度を変えることができないものであ

　ること
　　また、（1）の化学療法とは、携帯型ディスポーザブ

　ル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注
　射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫
　瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製
　剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞
　白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。
（3）　～（10）　　略

第3節　薬剤料

　C200　薬剤

（1）次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与すること
ができる。

【厚生労働大臣の定める注射薬】

　インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性
型血液凝固第w因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第皿因子

（3）～（10）略

C108－2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

（1）　略

（3）（1）の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、モル
　ヒネ塩酸塩製剤、フェンタニルクエミ／酸塩製剤、複方

オキシコドン製り又はフルルビプロフェンアキセチル
製剤を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若
しくは輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、

譲ル纏騨型・1一
　件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連続
　注入器等に必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填
　して交付した場合に限る。

　ア薬液が取り出せない構造であること
　イ患者等が注入速度を変えることができないものであ
　ること
　　また、（1）の化学療法とは、携帯型ディスポーザブ
　ル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注
　射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫
　瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製
　剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞
　白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。
（3）～（10）　　略

第3節　薬剤料

　C200　薬剤

（1）次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与すること
ができる。

【厚生労働大臣の定める注射薬】

　インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性
型血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第V皿因子



製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換え型血液凝
固第IX因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、活性化プロ
ト・ンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナロ
グ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜
灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロ
ンアルファ製剤、インターフェロ，ンベータ製剤、ブプレノル

フィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴ
ン製剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒト
ソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、
生理食塩液、プロスタグランジン1・製剤、エタネルセプト
製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、

フェンタニルクエン酸塩製剤、一
シコドン塩酸塩製りベタメタゾンリン酸エステルナトリ
ム製型、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デ
キサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、

プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフ
ェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペ
ラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチ
ン酸モノアンモニウム・グリシン・L一システイン塩酸塩配
合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチ
ン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤及びヘパリンカル
シウム製剤

別添3

＜調剤技術料＞

区分01　調剤料

調剤報酬点数表に関する事項

（5）注射薬
ア　注射薬の調剤料は、調剤した調剤数、 日数にかかわらず、1回

別添3

製剤、乾燥人血液凝固第V皿因子製剤、遺伝子組換え型血液凝

固第IX因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、活性化プロ
トロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、

性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナロ
グ、顆粒球コ虐二一形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜

灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロ
ンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブプレノル
フィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、．グルカゴ

ン製剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒト
ソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、
生理食塩液、プロスタグランジン12製剤、エタネルセプト
製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、

フェンタニルクエン酸塩製剤、一メタゾンリン　エステルナトリ　ムI　l、デキサメタゾンリ

ン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安
息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H
、遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラ
ネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メト

クロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポ
ラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グ
リシン・L一システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、
エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、ア
ドレナリン製剤及びヘパリンカルシウム製剤

＜調剤技術料＞

区分01　調剤料

調剤報酬点数表に関する事項

（5）注射薬

ア　注射薬の調剤粁は、調剤した調剤数、日数にかかわらず、1回



　の処方せん受付につき所定点数を算定する。

イ　注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等
　のために投与される薬剤（インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、
　遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液
　凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第V皿因子製剤、遺伝子組換え

　型血液凝固第IX因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、活性化
　プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、

　自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、

　性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナ
　ドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒
　球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、
　インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫
　瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニ
　スト、ヒトソマトメジシC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻

　止剤、隼理食塩水、プロスタグランジン12製剤、モルヒネ塩酸
　塩製剤｛エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、

　スマトリブタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、’迦∠
　コドンリ剤、オキシコドン塩酸塩製1ベタメタゾンリン酸エス

一襲型、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製
剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホ
ン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェン
アキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製
剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアン
モニウム・グリシン・L一システイン塩酸塩配合剤、アダリムマ
ブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、

アドレナリン製剤及びヘパリンカルシウム製剤）に限る。
　なお、rモルヒネ塩酸塩製剤」rフェンタニルクエン　塩1り
「方オキシコドン製呼 びrオキシコドン塩酸塩1剤　は、

薬液が取り出せない構造で、かっ患者等が注入速度を変えること
ができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の
上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその家族等の
意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受
けた看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助す
る場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を

　の処方せん牽付につき所定点数を算定する。

イ　注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等
　のために投与される薬剤（インヌリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、

　遺伝子組換え活性型血液凝固第四因子製剤、遺伝子組換え型血液
凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換え

　型血液凝固第IX因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、活性化
　プロト白ンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、

　自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、

　性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナ
　ドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒
　球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、
　インターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫
　瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニ
　スト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻
　止剤、生理食塩水、プロスタグランジン12製剤、モルヒネ塩酸
　塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、

套融煽石謬勤鍔二欝禅峯響翫灘
サメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタ
スルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、

H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネ
キサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプ
ラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化
物製剤、グリチノレリチン酸モノアンモニウム・グリシシ・L一シ
ステイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチン、
ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤及びヘパ
リンカルシウム製剤）に限る。
　なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製り」

一」＿は、薬液が取り出せない構造で、
かづ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、

必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限
る。ただし、●患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻
薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注
射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬

剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医



　持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合
　は、この限りでない。

ウ　イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をい
　い、高カロリー輸液以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元
　素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

　　なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医
　学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて、在宅中
　心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。

　の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。．

ウ　イのr在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をい
　い、高カロリー輸液以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元
　素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

　　なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医
　学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて、．在宅中

　心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。



1オキシコドン塩酸塩水和物の保険適用上の取扱いについて

　保険医が投与することができる注射薬については、掲示事項等告示第十第一号に定めら

れているが、平成24年4月17目付け厚生労働省告示第338号をもってオキシコドン塩酸

塩水和物（オキファスト注10mg、同50mg）が薬価基準に収載されたことにあわせ、同日付

け厚生労働省告示第339号により掲示事項等告示が改正され、保険医が投与することがで

きる注射薬として追加された。

　また、同日付け保医発0417第2号厚生労働省保険局医療課長通知により、「診療報酬の

算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部が改正され、当該製剤がrC

108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料及び「C108－2」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の対

象薬剤とされた。

（1）平成24年4月17日付け厚生労働省告示第339号による掲示事項等告示（平成18年

　　厚生労働省告示第107号）の改正

第十　厚生労働大臣が定める注射薬等

　一　療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が

　　投与することができる注射薬

　　　インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第V皿因子製剤、乾燥人

　　血液凝固第V皿因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第V皿因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、

　　遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗

　　体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピ

　　ン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連

　　続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、イ

　　ンターフェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカ

　　ゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液（在宅血

　　液透析を行っている患者（以下「在宅血液透析患者」という。）に対して使用する場合に限る。）、

　　血液凝固阻止剤（在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。）、生理食塩水（在宅血液

　　透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈

　　に用いる場合に限る。）、プロスタグランジン12製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト

　　製剤、注射用水（本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限

　　る。）、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキ

　　シコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステル

　　ナトリウム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポン

　　プ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フル

　　ルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルス

　　コポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L一システイン塩酸

　　塩配合剤、アダリムマブ製剤、；リスロポエチン（在宅血液透析又は在宅腹膜灌流を行ってい

　　る患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用する場合に限る。）、ダルベポエチン（在

　　宅血液透析又は在宅腹膜潅流を行っている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して使用す

　　る場合に限る。）、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤』一
　　シコドン塩酸塩製剤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※改正箇所下線部
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（2）平成24年4月17日付け保医発0417第2号による「診療報酬の算定方法の一部改正

　　に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月5日付け保医発0305第1号）の

　　改正

第2章　特掲診療料

　第2部　在宅医療

　　第2節　在宅療養指導管理料

　　　第1款在宅療養指導管理料

　　　　C108　在宅悪性腫瘍患者指導管理料、C108－2在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

　　　　　（1）　　「在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法」とは、末期の悪性腫瘍の患者

　　　　　　　　であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射に

　　　　　　　　よる鎮痛剤注入が必要なもの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、

　　　　　　　在宅において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。

　　　　　（2）　（1）の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタニ

　　　　　　　ルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン　剤　オキシコドン塩酸塩　剤又はフルルビ

z一型を注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しく
は輸液ポンプを用いて注入する療法をいう。なお、モルヒネ塩酸塩製剤、フェンタ

ニルクエン酸塩　剤、複方オキシコドン　剤又はオキシコドン塩酸塩　剤を使用で

　　きるのは、以下の件を満たすバルーン式ディスポーザブルタイプの連続注入器等に

　　必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。

　　ア　薬液が取り出せない構造であること

　　イ　患者等が注入速度を変えることができないものであること

　　　また、（1）の化学療法とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポ

　　ンプを用いて中心静脈注射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍

　　剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性

　　白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者に注射する療法をいう。

（3）　～　（10）　　略

第3節　薬剤料

　　C200　薬剤
　　　（1）　次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。

　　　　　【厚生労働大臣の定める注射薬】

　　　　　インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤、

　　　　　遺伝子組換え型血液凝固第V皿因子製剤、乾燥人血液凝固第V皿因子製剤、遺伝子組換

　　　　　え型血液凝固第D（因子製剤、乾燥人血液凝固第IX因子製剤、活性化プロトロンビン

　　　　　複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン

　　　　　剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチン

　　　　　アナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、

　　　　　在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベ

　　　　　ータ製剤、ブプレノルフィン製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴ

　　　　　ン製剤、グルカゴン様ペプチドー1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、

　　　　　人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プロスタグランジン12製剤、
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エタネルセプト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリブタン製剤、フェ

ンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン　剤、オキシコドン塩酸塩　剤、ベタ

　　メタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウ

　　ム製剤、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンボ

　　ンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム

　　酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロル

　　ペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、グリチルリチン酸モノアンモニウ

　　ム・グリシン・L一システイン塩酸塩配合剤、アダリムマブ製剤、エリスロポエチ

　　ン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤及びヘパリンカルシウ

　　ム製剤

（2）　以下略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※改正箇所下線部

（日本医師会保険医療課）
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（参　考）

　　　　　薬価基準収載品目一一覧表（薬効分類別）新医薬品

（内用薬）

1

効
類

葉
分

内112

銘柄名（会社名）

ルネスタ錠1mg
ルネスタ錠2mg
ルネスタ錠3mg
（エーザイ）

規格単位

1mg1錠
2mg1錠
3mg1錠

成分名

エスゾピクロン

用　法　　・　用　量

齢者では1回2mgを超えないこととする。

通常、成人にはエスゾピクロン
として1回2mgを、高齢者には1
回1mgを就寝前に経口投与す
る。なお、症状により適宜増減
するが、成人では1回3mg、高

（効能・効果）

不眠症

2

効
類

薬
分

内117

銘柄名（会社名）

エビリファイOD錠3mg
エビリフアイOD錠6mg
エビリファイOD錠12mg
エビリファイOD錠24mg
（大塚製薬）

規格単位

3mg1錠
6mg1錠
12mg1錠
24mg1錠

成分名

アリヒ。プラゾー
ノレ

用　法　　・　用　量

統合失調症
通常、成人にはアリピプラゾー
ルとして1日6～12mgを開始
用量、1目6～24mgを維持用量
とし、1回又は2回に分けて経
口投与する。なお、年齢、症状

により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。
双極性障害における躁症状の改善
通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24m　を1日1回経口投与する。なお、開
始用量は24m　とし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mを超えないこ
と。（下線が追加箇所）

（効能・効果）

統合失調症、双極性障害における躁症状の改善 （下線部が追加箇所）

3

効
類

葉
分

内119

銘柄名（会社名）

レグナイト錠300mg
（アステラス製薬）

規格単位

300mg1錠

成分名

ガバペンチン
エナカルビル

用　法　　・　用　量

通常、成人にはガバペンチン
エナカルビルとして1日1回600m
gを夕食後に経口投与する。

（効能・効果）

中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群（下肢静止不能症候群）

1



4

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

内214 アジルバ錠20mg
Aジルバ錠40mg
i武田薬品工業）

20mg1錠
S0mg1錠

アジルサルタン 通常、成人にはアジルサルタン
ﾆして20mgを1日1回経口投与す
驕Bなお、年齢、症状により適
X増減するが、1日最大投与量

は40mgとする。

（効能・効果）

l決ｳ症

5

効
類

薬
分

内333

銘柄名（会社名）

イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠15mg
（バイエル薬品）

規格単位

10mg1錠
15mg1錠

成分名

リバ一口キサバ
ン

用　法　　・　用　量

度に応じて10mg1日1回に減量する。

通常、成人にはリバーロキサバ
ンとして15mgを1日1回食後に経
口投与する。なお、腎障害のあ
る患者に対しては、腎機能の程

（効能・効果）

非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制

6

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

内629 サムチレール内用懸濁 750mg5mL1包 アトバコン 〈ニューモシスチス肺炎の治療〉
液15％ 通常、成人には1回5m1（アトバ
（グラクソ・スミスク コンとして750mg）を1日2回21

ライン） 日間、食後に経口投与する。

抑制〉

〈ニューモシスチス肺炎の発症

通常、成人には1回10mL （アトバコンと して1500mg） を1日1回、食後に経口投与する。

（効能・効果）

〈適応菌種〉

ニューモシスチス・イロベチー
〈適応症＞

ニューモシスチス肺炎、 ニューモシスチス肺炎の発症抑制

2



（注射薬）

7

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

注399 ボナロン点滴静注バッ

O900μ9
i帝人ファーマ）

900μg100mL1

ﾜ
アレンドロン酸
iトリウム水和

ｨ

通常、成人には4週に1回アレン
hロン酸として900μgを30分
ﾈ上かけて点滴静脈内投与す
驕B

（効能・効果）

恆e鬆症

8

効
類

薬
分

注399

銘柄名（会社名）

ランマーク皮下注120mg
（第一三共）

規格単位

120mg1．7mL
1瓶

成分名

デノスマブ（遺
伝子組換え）

用　法　　・　用　量

通常、成人にはデノスマブ（遺
伝子組換え）として120mgを4週
間に1回、皮下投与する。

（効能・効果）

多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変

9

効
類

薬
分

注617

銘柄名（会社名）

カンサイダス点滴静注
用50mg
カンサイダス点滴静注
用70mg
（MS　D）

規格単位

50mg1瓶

70mg1瓶

成分名

カスポファンギ
ン酢酸塩

用　法　　・　用　量

1．真菌感染が疑われる発熱性好
中球減少症
通常、成人にはカスポファンギ
ンとして投与初日に70mgを、投
与2日目以降は50mgを1日1回投
与する。本剤は約1時間かけて

緩徐に点滴静注する。
2．カンジダ属又はアスペルギルス属による下記の真菌感染症
・食道カンジダ症
通常、成人にはカスポファンギンとして50mgを1日1回投与する。本剤は約1時間かけて
緩徐に点滴静注する。
・侵襲性カンジダ症、アスペルギルス症
通常、成人にはカスポファンギンとして投与初日に70mgを、投与2日目以降は50mgを1日
1回投与する。本剤は約1時間かけて緩徐に点滴静注する。

（効能・効果）

1．真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症
2．カンジダ属又はアスペルギルス属による下記の真菌感染症
・食道カンジダ症
・侵襲性カンジダ症
・アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性壊死性肺アスペルギルス症、肺
アスペルギローマ）

3



10

効
類

葉
分

注811

銘柄名（会社名）

オキファスト注10mg
オキファスト注50mg
（塩野義製薬）

規格単位

1％1mL1管

1％5mL1管

成分名

オキシコドン塩
酸塩水和物

用　法　　・　用　量

状により適宜増減する。

通常、成人にはオキシコドン塩
酸塩（無水物）として1日7．5mg
～250mgを持続静脈内又は持続
皮下投与する。なお、年齢、症

（効能・効果）

中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

4



（外用薬）

11

薬効

ｪ類
銘柄名（会社名） 規格単位 成分名 用　法　　・　用　量

外121 エムラクリーム 5％19 リドカイン・プ 通常、成人には、レーザー照射
（佐藤製薬） ロビトカイン 予定部位に10cm2あたり本剤1g

を、密封法（ODT）により60分
間塗布する。なお、1回あたり
の塗布量は10gまでとし、塗布
時間は120分を超えないこと。

（効能・効果）

皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和

12

効
類

薬
分

外131

銘柄名（会社名）

アイファガン点眼液
0．1％

（千寿製薬）

規格単位

0．1％1ml

成分名

ブリモニジン酒
石酸塩

用　法　　・　用　量

通常、1回1滴、1日2回点眼する。

（効能・効果）

次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合：緑内障、高眼圧症
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